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 第３年次編入学試験合格者 各位 

 

既修得単位の認定について 

 

 合格おめでとうございます。 

本学では、出身校において修得した単位を、本学の科目の履修により修得したものとして

認定します。以下の区分により、単位認定が異なります。単位認定の方法及び卒業要件の概

略は新入生ポータルサイト（https://www.shimonoseki-cu.ac.jp/nyuushi/nyugaku2024.html）

に掲載していますので、あわせてご確認ください。 

なお、Ａに該当する方は、単位認定の手続きが必要となります。対象となる方には、入学

手続き完了後に本学からメールでお知らせします。 

ご不明な点がございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。 

 

≪単位認定の区分≫ 

・大学卒業 

・短期大学卒業 

・高等専門学校卒業 

・大学に２年以上在学し、 

６２単位以上修得 

経済学・商学・経営学 

を専攻する学部・学科 

  

・外国において学校教育における 14年以上の課程を修了 

・専修学校の専門課程を修了 

※どの区分に該当するか不明な場合は、お問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

上記以外の学部・学科 

手続き必要 

手続き不要 

手続き不要 

 

【お問い合わせ先】 

下関市立大学 

学務部教務課 

〒751-8510 

山口県下関市大学町二丁目 1 番 1 号 

TEL 083-252-0289 FAX 083-252-8099 

e-mail kyomu@shimonoseki-cu.ac.jp 

https://www.shimonoseki-cu.ac.jp/nyuushi/nyugaku2024.html

